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○
財
務
省
令
第
二
十
五
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
及
び
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
百
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

金
子

一
義

関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
ト
中
「
第
九
条
第
一
号
ト
及
び
第
二
号
ト
」
を
「
第
八
条
の
三
第
一
号
ト
及
び
第
二
号
ト
、

第
八
条
の
五
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号
ヘ
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
六
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
事
項
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
税
関

長
が
そ
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
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第
四
条
の
六
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

申
請
者
（
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
そ
の

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴

第
四
条
の
六
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
三
条

第
四
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
六
号
」
に
改
め
、
「
氏
名
」
の
下
に
「
、
性
別
、
生
年
月
日
」
を
加
え
、
同
号
を
同

条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

申
請
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
役
員
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴
、
資
本

金
並
び
に
事
業
の
内
容

第
四
条
の
十
一
中
「
第
四
十
三
条
第
四
号
」
を
「
第
四
十
三
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団

法
人
」
に
、
「
博
覧
会
等
の
う
ち
、
税
関
長
が
」
を
「
博
覧
会
等
（
」
に
、
「
こ
れ
ら
の
者
の
開
催
に
係
る
も
の
に

準
ず
る
博
覧
会
等
と
し
て
承
認
し
た
も
の
」
を
「
税
関
長
が
承
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
四
号
と
し
、
同
条
第
一
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
の
適
用
を
受
け
て
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
及
び
国
際
機
関
又
は
本
邦
若
し
く

は
外
国
の
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
開
催
す
る
博
覧
会
等
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二

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
開
催
す
る
博
覧
会
等
（
そ
の
目
的
、
内
容
等
を
勘
案
し
て
税
関
長
が

承
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

第
六
条
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
二
号
又
は
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
事
項
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
税
関

長
が
そ
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
七
条
の
三
第
一
号
中
「
の
役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
並
び
に
資
本
金
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

」
を
「
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
業
務
の
種
類
」
を
「
申
請
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
役
員
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月

日
及
び
履
歴
、
資
本
金
並
び
に
業
務
の
種
類
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
、
性
別
、
生
年
月
日

」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
ホ
ま
で
」
を
「
チ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を｢

第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号｣

に
、
「
第
五
十
九
条
の
八
第
一

項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
八
第
四
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
九
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
貨
物
確
認
書
の
記
載
事
項
）
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第
八
条
の
二

令
第
五
十
九
条
の
七
第
六
号
（
貨
物
確
認
書
の
記
載
事
項
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
製
造
貨
物
（
法
第
六
十
七
条
の
十
三
第
三
項
第
二
号
イ
（
製
造
者
の
認
定
）
に
規
定
す
る
特
定
製
造
貨

物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
仕
向
地

二

法
第
七
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
証
明
又
は
確
認
）
に
規
定
す
る
他
の
法
令
の
名
称
及
び
当
該
他
の
法
令

の
条
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
を
要
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

特
定
製
造
貨
物
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
の
名
称

四

特
定
製
造
貨
物
を
外
国
貿
易
船
又
は
外
国
貿
易
機
に
積
み
込
も
う
と
す
る
開
港
、
税
関
空
港
又
は
不
開
港
の

名
称

第
九
条
を
第
八
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
四

令
第
五
十
九
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
（
認
定
製
造
者
の
認
定
の
申
請
の
手
続
等
）
に
規
定
す
る
財

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則

に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
税
関
長
が
そ
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

申
請
者
（
令
第
五
十
九
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
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。
）
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴

二

申
請
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
役
員
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴
、
資
本

金
並
び
に
業
務
の
種
類
及
び
概
要

三

特
定
製
造
貨
物
管
理
業
務
（
法
第
六
十
七
条
の
十
三
第
三
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
（
製
造
者
の
認
定
）
に
規
定

す
る
業
務
を
い
う
。
次
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
直
接
携
わ
る
担
当
者
の
氏
名
、
性

別
、
生
年
月
日
、
職
名
及
び
履
歴

四

特
定
製
造
貨
物
輸
出
者
（
令
第
五
十
九
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
製
造
貨
物
輸
出
者
を
い

う
。
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
性
別
、
生
年
月
日

及
び
履
歴

五

特
定
製
造
貨
物
輸
出
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
役
員
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及

び
履
歴
並
び
に
資
本
金

六

特
定
製
造
貨
物
輸
出
申
告
（
法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
輸
出
申
告
の
特
例
）
に
規
定
す
る
特
定
製
造
貨

物
輸
出
申
告
を
い
う
。
）
に
関
す
る
業
務
に
直
接
携
わ
る
担
当
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
職
名
及
び
履

歴
七

申
請
者
に
つ
い
て
法
第
六
十
七
条
の
十
三
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
事
実
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八

特
定
製
造
貨
物
輸
出
者
に
つ
い
て
法
第
六
十
七
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
イ
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
事
実

九

特
定
製
造
貨
物
を
管
理
す
る
場
所
の
所
在
地
及
び
名
称

（
実
施
規
則
の
記
載
事
項
）

第
八
条
の
五

法
第
六
十
七
条
の
十
三
第
三
項
第
二
号
ハ
（
製
造
者
の
認
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事

項
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
及
び
他
の
法
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
特
定
製
造
貨
物
管
理
業
務

を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
え
る
た
め
の
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴

⑵
及
び
⑶
に
規
定
す
る
業
務
を
総
括
す
る
部
門
の
名
称
並
び
に
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名

⑵

特
定
製
造
貨
物
管
理
業
務
を
行
う
部
門
の
名
称
並
び
に
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名

⑶

法
令
の
遵
守
状
況
の
監
査
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部
門
の
名
称
並
び
に
責
任
者
の
氏
名
及
び
職
名

ロ

イ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
部
門
に
お
け
る
業
務
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順

ハ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
の
事
業
又
は
業
務
に
関
し
、
役
員
、
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
従
業
者

が
法
令
（
法
そ
の
他
関
税
に
関
す
る
法
令
を
除
く
。
）
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
の
事
項
を
規
定
し
た
規
則

の
名
称
及
び
目
的
に
関
す
る
事
項
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ニ

特
定
製
造
貨
物
の
運
送
又
は
管
理
に
関
す
る
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
他
の
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
の
管
理
及
び
指
導
に
関
す
る
事
項

ホ

税
関
と
の
間
に
お
け
る
連
絡
体
制
及
び
法
令
に
違
反
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
対
処
の
た
め
の

措
置

ヘ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
の
財
務
の
状
況
に
関
す
る
事
項

ト

そ
の
法
人
の
役
員
、
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び

研
修
に
関
す
る
事
項

チ

法
令
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
懲
罰
に
関
す
る
事
項

リ

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
令
に
基
づ
き
特
定
製
造
貨
物
管
理
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴

⑵
及
び
⑶
に
規
定
す
る
業
務
を
総
括
す
る
者
の
氏
名

⑵

特
定
製
造
貨
物
管
理
業
務
を
行
う
者
の
氏
名

⑶

法
令
の
遵
守
状
況
の
監
査
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
の
氏
名

ロ

イ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
業
務
の
具
体
的
内
容
及
び
手
順

ハ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
事
業
又
は
業
務
に
関
し
、
法
令
（
法
そ
の
他
関
税
に
関
す
る
法
令
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を
除
く
。
）
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
の
事
項
を
規
定
し
た
規
則
の
名
称
及
び
目
的
に
関
す
る
事
項

ニ

特
定
製
造
貨
物
の
運
送
又
は
管
理
に
関
す
る
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
他
の
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
の
管
理
及
び
指
導
に
関
す
る
事
項

ホ

税
関
と
の
間
に
お
け
る
連
絡
体
制
及
び
法
令
に
違
反
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
対
処
の
た
め
の

措
置

ヘ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
財
務
の
状
況
に
関
す
る
事
項

ト

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
九
条

令
第
五
十
九
条
の
十
五
第
四
号
（
認
定
製
造
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
旨
の
届
出
の

手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
六
十
七
条
の
十
三
第
一
項
（
製
造
者
の
認
定
）
の
認
定

を
受
け
て
い
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
理
由
と
す
る
。

第
九
条
の
六
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
事
項
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
税
関

長
が
そ
の
記
載
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
事
項
の
記
載
を
省
略
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
九
条
の
六
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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一

申
請
者
（
令
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
そ
の
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴

第
九
条
の
六
第
二
号
中
「
通
関
業
務
（
」
を
「
申
請
者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
役
員
の
氏

名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
履
歴
、
資
本
金
並
び
に
通
関
業
務
（
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「

、
性
別
、
生
年
月
日
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
ニ
ま
で
」
を
「
チ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
七
第
二
号
中
「
及
び
特
定
委
託
輸
出
申
告
」
を
削
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
削
り
、
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

号
）
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般

財
団
法
人
」
に
、
「
博
覧
会
等
の
う
ち
、
税
関
長
が
」
を
「
博
覧
会
等
（
」
に
、
「
こ
れ
ら
の
者
の
開
催
に
係
る
も

の
に
準
ず
る
博
覧
会
等
と
し
て
承
認
し
た
も
の
」
を
「
税
関
長
が
承
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
一
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

国
際
博
覧
会
に
関
す
る
条
約
の
適
用
を
受
け
て
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
及
び
国
際
機
関
又
は
本
邦
若
し
く

は
外
国
の
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
開
催
す
る
博
覧
会
等

二

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
が
開
催
す
る
博
覧
会
等
（
そ
の
目
的
、
内
容
等
を
勘
案
し
て
税
関
長
が
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承
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

第
二
条
の
三
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
二
号
又
は
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
第
二
項
中
「
民
法
」
の
下
に
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
〇
・
〇
五
の
項
を
削
る
。

（
財
務
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

財
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
財
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
四
項
中
「
特
定
輸
出
者
」
の
下
に
「
、
認
定
製
造
者
」
を
加
え
る
。

第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
百
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「

認
定
製
造
者
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
（
関
税
法
施
行
規
則
第
五
条

及
び
第
六
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


